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令和６年第３回板野町議会定例会会議録（第１日）

日 時 令和６年８月３０日（金） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事の報告（上程議案）

報告第 １ 号 令和５年度 板野町土地開発公社決算状況の報告について

報告第 ２ 号 令和５年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比率の審査

の報告について

報告第 ３ 号 継続費精算報告について（文化の館整備事業）

議案第 １ 号 板野町国民健康保険条例の一部改正について

議案第 ２ 号 令和５年度 板野町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第 ３ 号 令和５年度 板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定について

議案第 ４ 号 令和５年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第 ５ 号 令和５年度 板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第 ６ 号 令和５年度 板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第 ７ 号 令和５年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第 ８ 号 令和５年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出

決算認定について

議案第 ９ 号 令和５年度 板野町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて

議案第１０号 令和５年度 板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

議案第１１号 令和６年度 板野町一般会計補正予算（第４号）

議案第１２号 令和６年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第２号）

議案第１３号 令和６年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）

議案第１４号 令和６年度 板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
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議案第１５号 令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第１号）

議案第１６号 令和６年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計補正予算

（第１号）

議案第１７号 令和６年度 板野町下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第１８号 松茂町ほか二町競艇事業組合規約の変更について

議案第１９号 板野町クリーンセンター第一攪拌槽防食塗装工事に係る請負契約の

締結について

議案第２０号 水循環型シャワーシステム購入事業に係る契約の締結について

議案第２１号 板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて

議案第２２号 板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて

議案第２３号 板野町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意を求めることに

ついて

日程第４ 町長の提案理由の説明

日程第５ 監査委員による監査報告

本日の会議に付した事件 議事日程に同じ

出席議員（１２名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 草 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君

９番 東 條 昭 二 君 10番 松 浦 昶 君

11番 石 田 実 君 12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（なし）

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君 子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君



- 3 -

住 民 課 長 山 田 裕 子 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

教育委員会次長 井 上 健 君 監 査 委 員 橋 本 昭 夫 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君

午前１０時００分 開会

○議長（水口昭彦君） おはようございます。令和６年第３回板野町議会定例会の開会に当たり、

ひとこと御挨拶を申し上げます。皆様方には、公私何かと御多忙の中、そして、台風１０号の影響

の中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

また、町職員の方々には、台風１０号の未然の備えや昨日の香川県・徳島県北部に発生した線状

降水帯による避難所運営に御尽力いただき、誠にありがとうございます。

上板町では、犠牲になられた方もおられ、心より哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた

方々にお見舞いを申し上げます。まだ大雨の心配があり、本町に大きな災害が起こらぬことを願っ

ております。８月１５日には、「特別な注意の呼びかけ措置」を解除しましたが、住民の皆様には、

いつ巨大地震が発生してもおかしくないことを留意していただき、日頃からの地震の備え、また、

自ら命を守る備えをお願いいたします。

９月の天気予報では、中頃から日中の暑さは少し和らぐとのことでございますが、まだまだ残暑

厳しいようでございます。議員各位には十分、御自愛の上、議会運営に御協力を賜りますよう、お

願いいたします。

さて、８月２３日に告示されました本町議会定例会が本日、開会の運びとなりました。今定例会

の提出案件につきましては、後ほど、詳細説明がありますが、報告第１号「令和５年度板野町土地

開発公社決算状況の報告について」ほか２５案件の審議をお願いすることになっております。

次に、今定例会の会期につきましても、後ほど、お諮りを申し上げますので、よろしくお願い申

し上げます。最後になりましたが、議員各位には、議案審議が円滑に進められますよう、格段の御

協力のほどをお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。

岡田人権コミュニティ課長が欠席をしております。ただいま、出席議員は１２名であります。定

足数に達しておりますので、令和６年第３回板野町議会定例会を開会します。直ちに本日の会議を

開きます。

ここで、諸般の報告などを申し上げます。去る７月３０日に第７９回「徳島県町村議会議長会定

期総会」が開催され、県議長会、令和５年度一般会計歳入歳出決算や県への要望事項等が協議され、

全議案が満場一致で承認されました。

なお、監査委員より５月分・６月分及び７月分の例月出納検査結果の報告書の提出がありました
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ので、お手元に配付のとおり御報告申し上げます。

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規

定によって議長が指名することになっております。ただいまから、その指名を行います。

８番奥尾周二議員・９番東條昭二議員・１０番松浦 昶議員の３氏を会議録署名議員に指名しま

す。日程第２、「会期の決定」を議題にします。

お諮りします。８月２２日、本定例会の件につきまして、議会運営委員会が開催され、その協議

により、本定例会の会期は、本日から９月１３日までの１５日間と決定しましたが、これに御異議

ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１３日までの１５日間と決定しました。

なお、今会期中の日程につきましては、お手元に配付してあります会期日程のとおりでございま

す。日程第３、「議事の報告」をします。

本定例会における審議案件は、お手元にお届けしてありますとおり、報告３件・議案２３件の合

計２６件を上程します。御審議のほど、よろしくお願いします。

日程第４、「町長の提案理由の説明」を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 皆様、おはようございます。令和６年第３回板野町議会定例会、開会に当

たりまして、ひとこと御挨拶を申し上げます。日頃は、本町行政各般にわたり、格別の御指導・御

協力を賜っておりますこと厚くお礼を申し上げます。

台風１０号は、暴風域は無くなりましたが、ゆっくりとした早さで進んでおり、今夜には四国地

方へと進む予想でございます。動きが遅く、徳島県内でも昨日は県北部で線状降水帯が発生し、非

常に激しい豪雨となり、板野西部消防署管内では屋根の崩落で下敷きとなって、お亡くなりになら

れるという被害が発生をいたしております。お亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げる

ところでございます。

今後におきましても、大雨や暴風の影響が心配されるところでございますが、本町では災害に備

え昨日、午後８時から災害対策本部を設置し、高齢者等避難を発表しました。現在は、職員による

警戒に当たっているところでございます。そのような中、令和６年第３回板野町議会定例会をお願

い申し上げましたところ、議員各位におかれましては、公私何かと御多忙の中、早速の御参会を賜

り、重ねてお礼を申し上げます。

８月８日、１６時４３分頃、日向灘を震源として震度６弱の地震が発生しましたが、被災された

皆様には、お見舞いを申し上げ、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

本町では、気象庁が１７時に南海トラフ地震臨時情報を発表した段階で、板野町地域防災計画に

基づいて準備体制を整え、１７時３０分には連絡本部を設置し、２４時間体制で情報収集や電話連

絡の対応に当たってまいりました。同日１９時１５分に「新たな大規模地震の発生可能性が平常時
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と比べて相対的に高まっている。」と、南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意を発表したことか

ら、住民の皆様に対し、地震への備えとして、避難所や経路の確認・家具の固定、そして、非常持

出品確認等について、ホームページやエーアイテレビ、更には、防災行政無線による呼び掛けを行

ったところでございます。

過去の事例により、揺れの強かった地域では、地震発生から１週間程度、最大震度６弱程度の地

震に注意をするようにとのことでございましたが、板野町においては地震による揺れは観測されま

せんでした。町といたしましても、各課長・各所属長に対し、避難所設営や道路交通に関する情報、

ライフラインに関する情報、また、要配慮者への対応につきまして、各担当課として備えと準備を

指示したところでもございます。

南海トラフ臨時情報が出されてから８月１５日で１週間が経過し、臨時情報は解除となりました

が、その後における本町の対応として、地震が起こる危険性が無くなったわけではないことから、

町民の皆様に対し、地震等への備えについて、引き続き周知・啓発を行ってまいります。

また、９月７日には防災ステーション・ふれあいプラザ・南公民館におきまして、避難所設営訓

練を実施いたしますので、皆様お誘い合わせの上、御参加いただき、いつ来るかもわからない大災

害に備え、あらゆる準備を進めていただきたいと存じます。あわせて、災害時及び緊急時等への対

応として、町民センター南側から役場への大型車進入路について、８月６日、工事に係る指名競争

入札会を執行させていただき、進入道路区域舗装工事・進入道路工事の落札業者が決定をいたしま

した。工事については、既に契約が完了しておりまして、擁壁やフェンスの取壊しなどの作業に着

手し、大災害時に備える準備として、関係者の皆様に早期の完成をお願いしているところでござい

ます。

次に、「公立高校普通科における通学区域制について」でございます。鳴門市・石井町・板野町

の１市２町では、真に公平で公正な高校受検制度の確立のため、通学区域制の廃止について、徳島

県や徳島県教育委員会に対し、繰り返し要望をしてまいりました。

県教育委員会では、本年度「通学区域制に関する有識者会議」を立ち上げ、去る６月４日に第１

回目となる会議を開催し、続く７月２４日には徳島県総合教育会議と同時開催という形で会議が開

催され、私は公務出張のため、代理として東根副町長が出席をいたしました。

会議においては、学区制廃止を求める意見、現状維持を求める意見など、様々な意見が出された

ようでございますが、第１回徳島県総合教育会議の席で、「県教育委員会には早急に結果を出すよ

うに指示している。」と知事からも御挨拶を頂いております。

さらに、８月１６日には、鳴門市、泉市長・石井町、小林町長、そして、私の３人で徳島県教育

委員会教育長に対し、議論が先延ばしされ、結論が先送りされることなく、公平な受検機会を実現

し、子どもたち自身の努力次第で選択肢が広がり、確かな希望を持てる教育環境を一日でも早く創

出していただけるよう、学区制早期廃止に係る要望書を提出をしてまいりました。

その後、８月２７日、通学区域制に関する有識者会議、第３回目が開催されまして、将来的に学
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区制を撤廃する方向で検討を決め、近く生徒や保護者らへのアンケートを行い、撤廃の時期などに

ついて協議するとの報道発表がありました。これまで継続してきた要望がようやく一歩前進した思

いではありますが、アンケートの実施につきましては、公平・公正なアンケートをお願いし、学区

制の撤廃により、進学先選択の自由が広がる時が一日でも早く実現することを切に期待をしており

ます。そして、今後におきましても、粘り強く、繰り返し要望を続けてまいりたいと考えていると

ころでございます。

さて、今定例会で御審議を賜ります案件につきましては、「板野町土地開発公社決算状況の報告」

など、報告が３件、「板野町国民健康保険条例の一部改正について」が１件、「令和５年度の九つ

の会計決算の認定」と併せて、「補正予算」、更には、「松茂町ほか二町競艇事業組合規約の変更に

ついて」など、その他の案件が３件、「教育委員の任期満了に伴う委員の任命について」など、人

事案件が３件など、議案２３件、合計２６案件でございます。御審議を賜りまして、御承認・御議

決・御同意いただけますよう、よろしくお願いを申し上げます。

提案理由の御説明を申し上げます前に、国の経済動向及び県内の経済状況や、財政運営に係りま

す主要事業への取組につきまして、お話を申し上げたいと存じます。県内経済につきましては、国

内旅行が持ち直しており、観光が回復しつつあることから、全体としては持ち直している状況で、

国・県ともに先行きについては、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが期待される、と

のことでございます。

８月１５日、内閣府が発表した今年４月から６月までのＧＤＰ、実質国内総生産は、年率で３．

１％プラス成長に転じているとのことでございますが、物価高の上昇、金融資本市場の変動等の影

響に十分注意する必要があるとのことでございます。

次に、主な事業の取組状況でございます。まず初めに、「令和６年春人参の生産について」でご

ざいます。７月１２日の令和６年第２回板野町議会臨時会で少し触れさせていただきましたが、春

人参は、本町農業の中心作物で、令和６年産につきましては、町内で７７戸の農家の方が３１２.

６㏊の作付けをされ、生産量は１万３，９９８ｔ、売上額は３３億１，０００万円で、昨年に比べ

３３％の増でございます。

近年、担い手不足や高齢化が進み、併せて、物価や原油価格の高騰に伴い、厳しい状況が続いて

いく中、天候不順等により出荷量は計画比、減ではありますが、農業を支えてくださる皆様の御努

力により、過去最高の販売高となったようでございます。

続いて、町制施行７０周年記念事業の一つとして取組を進めております、吉野川市・板野町を舞

台にした「映画制作について」でございます。去る７月４日、市制・町制施行記念事業の映画制作

に関連し、両市町の姿を未来に残し、新しい形の地方創生を全国及び世界に広く発信することを目

的に、映画制作会社等との協定を締結をさせていただきました。

この映画につきましては、単に徳島県内の紹介や名所案内とするものではなく、現在、県内に在

留する外国人による国境を越えての移住も含め、「人間らしい新しい生き方にふさわしい大地」と
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して吉野川市・板野町を舞台に描かれるとお聞きいたしております。

現在、制作会社や吉野川市との協議を重ねているところでございますが、９月中旬には脚本・シ

ナリオが出来上がり、併せて出演者がリリースされ、町内での撮影場所やエキストラの募集につい

ても制作会社において準備が進められているようでございます。撮影におきましては、撮影場所と

なる施設など近隣の方々には、御迷惑とならないよう進めてまいりますが、町制施行記念事業に向

けて、御支援と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。

次に、「町民税の過年度分を含む収納実績」でございますが、平成２２年度から３０年度につき

ましては、県内最下位と低迷をいたしておりましたが、令和２年が１７位、令和３年・令和４年が

１８位、令和５年には１６位と順位の変動はありますが、収納率は令和２年には９５．８％、令和

５年は９７．３％と微増ではありますが、着実に上昇しております。

今後におきましても、町税や水道料金使用料・町営住宅使用料・住宅新築資金等貸付金について

も、担当職員の粘り強い取組と住民皆様方の御協力により、徴収率の向上と自主財源の確保に努め

てまいりたいと考えております。

続きまして、本定例会の議案でもお願いしております「板野町クリーンセンター第一攪拌槽防食

塗装工事について」でございます。クリーンセンターは、当時の厚生省より富栄養化の除去及び放

流水量等、瀬戸内海等閉鎖的水域の総量規制が出され、し尿の海洋投棄ができなくなったため、昭

和５８年４月より運転を開始しました。その後、１６年が経過した平成１２年には、老朽化及び生

活環境の変化に伴い、処理対象がし尿から浄化槽汚泥に変化し、基幹改造が必要となったことから

大規模改修を行い、現在に至っております。

運転開始から約４０年が経過している状況でございますが、施設全体の経年劣化が見られており、

中でも、第一攪拌槽の防食及びコンクリートの劣化が激しく、早急な補修が必要となっております。

このまま放置しておきますと、攪拌槽全体が崩壊し、最悪の場合、修繕には多大な費用と期間を要

し、長期間の施設停止はできないことも考慮し、仮設運転設備の工事を行い、仮設設備で稼働しな

がら防食塗装工事を行いたいと考えております。工事期間中、関係者の皆様には御迷惑をお掛けし

ますが、御理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。

次に、「令和６年度の新型コロナウイルスワクチン接種について」でございます。昨年５月に、

感染症２類からインフルエンザ相当の感染症５類に移行した新型コロナウイルス感染症でございま

すが、５月の連休あたりから徐々に増え始め、県内でも相当数、感染者が増えている状況でござい

ます。また、検査や治療においては、令和５年度中は全て公費負担で、ワクチン接種につきまして

も、自己負担なしで接種することができておりましたが、令和６年度からは、治療費は保険診療、

ワクチン接種は自己負担が必要となります。

本県では、インフルエンザワクチンについて６５歳以上高齢者を対象に助成を行っておりますが、

同様に６５歳以上の方には、コロナワクチン単価１万５，３００円のうち、国が８，３００円、町

が３，０００円を負担させていただき、自己負担は４，０００円で接種いただけるよう、今議会で
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補正予算をお願いしているところでございます。接種につきましては、１０月開始予定でございま

すが、詳細が決まり次第、広報等で周知をさせていただきたいと思います。

議員各位におかれましては、今申し上げましたことも含めまして、町政施策の執行につきまして

は、議員皆様方とも十分に御協議を申し上げながら誠心誠意、取り組んでまいりますので、今後と

も、御指導と御協力を賜りますよう、どうかよろしくお願いを申し上げます。

それでは、今定例会で御審議をいただきます案件につきまして、御説明を申し上げます。今定例

会での提出案件は、報告３件・議案２３件、合計２６案件でございます。

まず、報告第１号につきましては「令和５年度板野町土地開発公社決算状況の報告について」で

ございます。この報告は、開発公社理事長から私に報告がございましたので、町議会にその内容を

御報告を申し上げるものでございます。報告書では、今後も町と調整を図りながら、板野町財務会

計の効率的運用や総合的活用と、公社財務の健全化に努めるとのことでございます。

報告第２号につきましては「令和５年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比率の審

査の報告について」でございます。この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３

条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、監査委員の審査結果を議会に報告するものでござい

ます。まず、健全化判断比率の審査報告でございます。報告書は、現況表と意見書で構成をされて

おります。ここでは意見書の中で四つの指標がございますので、指標を基に御説明を申し上げます。

まず、実質赤字比率・連結実質赤字比率は、ともに０％、実質公債費比率は５．０％で、昨年度

比で０．７ポイント上回り、１１年ぶりの増加となりました。将来負担比率につきましても０％と

なり、四つの指標は良好な結果となりました。また、監査委員からの意見書では、特に是正改善を

要する指摘事項はございませんでした。あわせて、総括意見として本町の財政は、全体として、お

おむね健全な状況にあるとのことでございました。

次に、「令和５年度板野町公営企業決算に係る資金不足比率の審査の報告について」でございま

す。板野町では、水道事業会計と下水道事業会計の２会計が対象で、審査の意見書に基づき、御説

明させていただきます。

水道事業会計・下水道事業会計ともに実質的資金不足は０％で、良好な状況でございます。監査

委員からの意見としては、特に問題となる比率ではありませんが、水道事業においては、利用料の

収納率の改善及び滞納利用料の早期回収、また、下水道事業については３８％台を下回っている接

続率の向上には最善の取組をお願いしたいとの意見を頂いたところでございます。

次に、報告第３号につきましては「継続費精算報告について（文化の館整備事業）」でございま

す。令和５年度一般会計継続費精算報告書では、文化の館整備事業として空調整備の更新を実施し

ており、令和４年度から令和５年度の２か年で、実績では１億５，２６０万１，９００円でござい

ます。

次に、議案第１号につきましては「板野町国民健康保険条例の一部改正について」でございます。

令和６年１２月２日以降、被保険者証の新規発行がされなくなることに伴う文言の修正や削除を行
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うものでございます。

次に、議案第２号につきましては「令和５年度板野町一般会計歳入歳出決算認定について」でご

ざいます。令和５年度決算概要につきましては、歳入決算額が６７億６３４万２，２８６円、歳出

決算額は６３億１８０万２，１７７円でございます。歳入歳出差引額４億４５４万１０９円から翌

年度へ繰り越すべき財源３，６８５万８，０００円を差し引いた額３億６，７６８万２，１０９円

が令和６年度へ実質繰越額となっております。

議案第３号につきましては「令和５年度板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定について」

でございます。令和５年度決算概要につきましては、歳入決算額が１６億８，５８９万８，９９５

円、歳出決算額は１６億６，６９８万６，５８１円で、歳入歳出の差引額１，８９１万２，４１４

円の実質繰越額となりました。

次に、議案第４号につきましては「令和５年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算認定について」でございます。令和５年度決算の概要は、歳入決算額が５３９万５，４１７円、

歳出決算額は４９７万２，５７４円、歳入歳出の差引額４２万２，８４３円の実質繰越額となって

おります。

次に、議案第５号につきましては「令和５年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。令和５年度決算の概要は、歳入歳出ともに決算額が３６７万５，４００

円で、実質繰越額は０円となっております。

次に、議案第６号につきましては「令和５年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。令和５年度決算概要は、歳入決算額が２億４０２万１，４７８円、歳出

決算額につきましては２億１６６万３，５０７円で、歳入歳出の差引額２３５万７，９７１円の実

質繰越額となっております。

議案第７号につきましては「令和５年度板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。令和５年度決算概要につきましては、歳入決算額が１６億１，６８５万

８，９６０円、歳出決算額は１４億９，４６４万３，９００円で、歳入歳出の差引額１億２，２２

１万５，０６０円の実質繰越額となっております。

次に、議案第８号につきましては「令和５年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳

入歳出決算認定について」でございます。令和５年度決算概要につきましては、歳入決算額が１，

０３６万５，３７９円、歳出決算額は５２７万９，３４６円で、歳入歳出の差引額５０８万６，０

３３円の実質繰越額となっております。

次に、議案第９号につきましては「令和５年度板野町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について」でございます。まず、（１）の収益的収入及び支出の決算額は、収入の第１款下水道事

業収益が２億４，５１３万７，６９１円、支出の第１款下水道事業費用が１億８，９６９万９，７

３７円でございます。次に、（２）の資本的収入及び支出の決算額は、収入の第１款資本的収入が

１億７，８９７万２，０００円、支出の第１款資本的支出は２億９，５１４万８，００３円でござ
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います。

次に、議案第１０号につきましては「令和５年度板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について」でございます。まず、（１）の収益的収入及び支出の決算額は、収入の第１款水道事業

収益が２億６，４０１万４，９０１円、支出の第１款水道事業費用が２億３，１０２万２，０４６

円でございます。次に、（２）の資本的収入及び支出の決算額は、収入の第１款資本的収入が１億

９５１万８，５００円、支出の第１款資本的支出は２億４６０万１，１２３円でございます。

次に、議案第１１号につきましては「令和６年度板野町一般会計補正予算（第４号）」でござい

ます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億５，３１３万円を増額補正し、補正後の歳入

歳出予算の総額をそれぞれ６５億８，０６７万１，０００円でお願いするものでございます。

歳入の主なものでは９款の地方特例交付金で、減収補てん特例交付金といたしまして４，９２７

万５，０００円、１４款の国庫支出金で、国庫補助金など８１９万６，０００円、１７款の寄附金

で、ニュージーランド交流協会よりの寄附金で１０６万３，０００円、１９款の繰越金で、前年度

からの繰越金として２億１，７６８万２，０００円の増額補正をそれぞれお願いしております。次

に２１款町債では３，７２９万４，０００円の減額補正をお願いをいたしております。

歳出の主な内容といたしまして、各款での人件費に関する補正につきましては、人事異動等によ

るものでございます。２款の総務費、２項徴税費では、過誤納還付金などを含め７１６万４，００

０円の増額補正、３款の民生費、１項社会福祉費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費

事業といたしまして４６７万７，０００円、４款の衛生費、１項の保健衛生費では、主に新型コロ

ナワクチン接種事業に要する費用など６６６万９，０００円、９款の教育費、２項の小学校費では、

指定寄附金を活用して、東小学校防犯カメラ購入など１１８万４，０００円、１２款の諸支出金で

は、基金積立金として２億２，０００万円、１３款の予備費では６７３万３，０００円の増額補正

をそれぞれお願いをいたしております。第２表、地方債補正で、１追加では、臨時財政対策債の限

度額の変更をお願いするものでございます。

議案第１２号につきましては「令和６年度板野町特別会計国民健康保険補正予算（第２号）」で

ございます。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ８９１万２，０００円を増額補正し、補正後の

歳入歳出の総額を１７億９，９７９万５，０００円でお願いするものでございます。主な内容は、

歳入では１１款の繰越金で８９１万２，０００円の増額補正をお願いをいたしております。歳出で

は１１款の予備費に７７６万２，０００円の増額補正をお願いするものでございます。

次に、議案第１３号につきましては「令和６年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４２万１，０００円を増

額補正し、補正後の歳入歳出の総額を２９８万６，０００円でお願いするものでございます。

歳入では３款の繰越金で４２万１，０００円の増額補正をお願いし、歳出では２款の諸支出金で

同額の４２万１，０００円の増額補正をお願いをいたしております。

次に、議案第１４号につきましては「令和６年度板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
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号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３５万６，０００円を増額補正

し、補正後の歳入歳出の総額を２億１，９６３万８，０００円でお願いするものでございます。

歳入では５款繰越金で２３５万６，０００円の増額補正をお願いし、歳出では２款納付金で同額

の２３５万６，０００円の増額補正をお願いをいたしております。

次に、議案第１５号につきましては「令和６年度板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算

（第１号）」でございます。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ１億２，２２１万４，０００円

を増額補正し、補正後の歳入歳出の総額を１５億６，６４６万４，０００円でお願いするものでご

ざいます。歳入では９款の繰越金で１億２，２２１万４，０００円の増額補正をお願いし、歳出で

は７款の諸支出金などで１億２，２１５万８，０００円の増額補正をお願いをいたしております。

次に、議案第１６号につきましては「令和６年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計

補正予算（第１号）」でございます。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ５０８万５，０００円

を増額補正し、補正後の歳入歳出の総額を１，２８２万２，０００円でお願いするものでございま

す。歳入では３款の繰越金で５０８万５，０００円の増額補正をし、歳出では２款の予備費で同額

の５０８万５，０００円の増額補正をお願いをいたしております。

次に、議案第１７号につきましては「令和６年度板野町下水道事業会計補正予算（第１号）」で

ございます。収益的収入の第１款下水道事業収益に３３０万円を追加し、補正後の額を２億５，４

８９万円でお願いをいたしております。資本的収入では、企業債と補助金において予算の組替えを

お願いをいたしております。

次に、議案第１８号につきましては「松茂町ほか二町競艇事業組合規約の変更について」でござ

います。モーターボート競走業界の全体で呼称を「競艇」から「ボートレース」に統一することが

進められており、組織名称を「松茂町ほか二町ボートレース事業組合」に改めるものでございます。

次に、議案第１９号につきましては「板野町クリーンセンター第一攪拌槽防食塗装工事に係る請

負契約の締結について」でございます。板野町クリーンセンター第一攪拌槽防食塗装工事に係る一

般競争入札会を８月６日に執行させていただき、落札業者が株式会社クリタス西日本支社様、契約

金額が１億４，７４０万円で仮契約を行いましたので、工事請負契約の締結について、御議決をお

願いするものでございます。

次に、議案第２０号につきましては「水循環型シャワーシステム購入事業に係る契約の締結につ

いて」でございます。水循環型シャワーシステム購入事業に係る物品等指名競争入札会を７月２３

日に執行させていただき、落札業者が喜多機械産業株式会社様、契約金額１，９７３万４，０００

円で仮契約を行いましたので、契約の締結につきまして、御議決をお願いするものでございます。

次に、議案第２１号・議案第２２号につきましては「板野町教育委員会委員の任命に同意を求め

ることについて」でございます。委員の任命につきましては、地方公共団体の長が議会の同意を得

て任命する、とございます。議案第２１号では、西地区の委員、議案第２２号では、前任者の残任

期間ということで６月議会で御同意を頂きました東地区の委員につきまして、いずれも９月３０日
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付けをもって任期満了となることから、後任の委員の任命に同意をお願いするものでございます。

議案第２３号につきましては「板野町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意を求めることに

ついて」でございます。固定資産評価審査委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、議会

の同意を得て選任することになっており、今回、南地区の委員が１０月３１日付けをもって任期満

了となることから、後任の委員の任命に同意をお願いするものでございます。

以上、今議会で御審議をお願いをいたしております、報告３件・議案２３件につきまして、概略

を御説明させていただきましたが、詳細につきましては、後日開催されます各常任委員協議会及び

本会議の議案審議におきまして、詳細な御説明を申し上げますので、御審議を賜り、御承認・御議

決・御同意くださいますよう、よろしくお願い申し上げまして、私の提案理由の説明とさせていた

だきます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 町長の提案理由の説明が終わりました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第５、「監査委員による監査報告」ですが、本定例会に上程されてお

ります議案のうち、令和５年度決算に関する案件が９件ございます。既に決算審査の意見書が議長

宛てに提出されておりますので、皆さんのお手元に配付してあります。ただいまから、その監査結

果について、橋本代表監査委員から御報告をお願いいたします。橋本代表監査委員。

［代表監査委員（橋本昭夫君）登壇］

○代表監査委員（橋本昭夫君） ただいま、議長から許可がありましたので、令和５年度板野町一

般会計及び特別会計等の決算について、審査結果を報告いたします。

なお、決算審査の結果につきましては、町長及び議長には、文書にて報告させていただいており

ますので、私の方からは概略のみとさせていただきます。審査は、私と根ヶ山委員の２名で行い、

一般会計及び特別会計につきましては、去る７月１９日・７月の２６日・７月の３１日の３日間、

また、水道事業会計・下水道事業会計につきましては６月の２１日に実施いたしました。その結果、

令和５年度板野町一般会計決算書・特別会計決算書・水道事業会計決算書及び下水道事業決算書の

各決算数値に誤りはありませんでしたので、この旨、御報告いたします。

さて、決算の概要についてですが、一般会計の歳入・歳出においては、昨年度と比較して、歳入

が１億４，５００万円増加し、歳出も７，１００万円増加しておりますが、内部における資金移動

である繰入金・繰出金及び前年度からの繰越金を差し引いた金額では、歳入では３，１００万円、

歳出では７，８００万円とそれぞれ増加したことになります。

この主な要因として、歳入３，１００万円の増加では、増加要因として、町債が７，０００万円

の増加（うち、保育園改修事業債が４，１００万円増加）、町税が６，０００万円の増加（うち、

町民税・法人の現年課税分が７，４００万円増加）が挙げられ、減少要因として、国庫支出金が１

億４，７００万円の減少（うち、前年度の新型コロナ地方創生臨時交付金が終了したことにより１

億７，４００万円減少）したことが挙げられます。
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歳出７，８００万円の増加では、増加要因として、民生費が１億１，８００万円の増加（うち、

保育園舎３棟分の施設改修工事が４，６００万円増加）、教育費が１億８００万円の増加（うち、

文化の館空調設備更新工事が８，４００万円増加）、商工費が４，７００万円の増加（うち、あせ

び温泉機械設備更新の観光温泉施設費が４，２００万円増加）、衛生費が３，８００万円の増加（う

ち、中央広域環境施設組合負担金が５，１００万円増加）が挙げられます。

減少要因として、公債費が１億４００万円の減少（うち、今年度は繰上償還がなかったため１億

１，８００万円減少）、諸支出金が９，３００万円の減少（うち、財政調整基金積立金が１億円減

少）、総務費が７，５００万円の減少（うち、前年度の板野町地方創生高齢者支援商品券発行運営

業務委託料が今年度はなく５，２００万円減少）が挙げられます。

滞納管理については、収入未済額において、一般会計・特別会計及び公営企業会計の合計で４億

６，３００万円を計上し、前年度と比較して１，６００万円減少しておりますが、この主な内訳は、

住宅使用料で約５００万円、住宅新築資金等貸付事業で約４００万円、国民健康保険税・過年度分

で約４００万円がそれぞれ減少したことによります。

特に、町営住宅使用料の収入未済額について、令和３年度まで残高が４年連続増加しておりまし

たが、令和４年度から減少に転じ２か年で１，４００万円減少しております。

また、滞納金の回収の多くは５年以上１０年未満の長期滞納者からであり、これは担当職員の努

力のたまものといえることができ、これからも税と同様に公平性の観点からも、滞納額抑制に努め

ていただきたいと思います。

続いて、観光温泉施設（あせび温泉）についてですが、昨年５月に新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に移行したことにより、来場者も回復基調となっております。使用料の推移から見ると、

コロナにより一番底であった令和２年度は、使用料が２，３００万円（前年度比２，８００万円の

減少）、令和３年度は３，８００万円（前年度比１，５００万円の増加）、令和４年度は４，９００

万円（前年度比１，０００万円の増加）、令和５年度は６，０００万円（前年度比１，１００万円

増加）と令和３年度以降、毎年増加し、令和２年度の約２．６倍の水準となりました。

ただ、その間、一般財源からの繰入れは、令和２年度は６，８００万円、令和３年度は３，１０

０万円、令和４年度は２，１００万円、令和５年度は４，３００万円となっており、一般財源に依

存する状況が続いております。施設の老朽化に伴い修繕費の負担が増しているが、一般財源に頼ら

ない経営を模索していただきたいと思います。

板野町水道事業につきましては、お手元の資料１ページの「４の（２）決算実績」を見ていただ

きたいと思います。当年度純利益は２，１００万円（前年度比１００万円の減少）と微減しており

ますが、今年度は特に取り上げて説明する大きな動きはないので、お目通しをしておいていただけ

ればと思います。

次に２ページの「４の（３）経営比較分析指数」を見ていただきたいと思います。健全性につき

ましては、前年度同様に経常収支は黒字を続け、累積欠損金もなく、流動比率においても短期的な
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支払能力は十分余裕があり、類似団体平均等との比較においても健全であると考えます。

しかし、老朽化の状況につきましては、有形固定資産減価償却率は、資産の老朽化度合いを示し

ており、今年度も１．３８ポイント増加して、減価償却の進行とともに設備の老朽化が進んでおり、

類似団体平均・全国平均に比較しても劣った状態で推移をしております。

また、管路経年化率は、管路の老朽化度合いを示しており、この数値は、類似団体平均・全国平

均に比較して２倍近い数値となっており、老朽化が他団体よりも早く進んでいることを示しており

ます。従来から新規布設の配水管は、耐震性・長寿命性に優れた設備で施工しており、その分、高

額となるため管路更新面では布設ペースが遅くなっております。経営の健全性については、遜色の

ない状況から、より積極的な布設計画を検討いただきたいと思います。

板野町下水道事業につきましては、今年度は地方公営企業法を一部適用し、特別会計から企業会

計に移行して、初めての決算となるので、前年度比較は行っておりません。

お手元の資料の１ページ「４の（２）決算実績」を見ていただきたいと思います。令和５年度の

経営成績を示す損益計算書において、営業収益が３，８００万円、営業費用が１億５，６００万円

となったため、営業利益は１億１，８００万円の赤字となっておりますが、営業外収益が１億９，

６００万円あったため、経常利益は４，４００万円、当年度純利益は４，６００万円となっており

ます。その要因として、営業費用は１億５，６００万の中で、減価償却費が９，６００万円を占め

ており、営業外収益１億９，６００万円の中で、他会計負担金が１億５，２００万円となり、うち、

有形・無形固定資産減価償却費５，８００万円、うち、旧吉野川流域下水道維持管理負担金で３，

４００万円、うち、支払利息及び企業債取扱諸費で２，８００万円等が大きな要因として挙げられ

ます。以上の状況から、当年度純利益は４，６００万円となっておりますが、一般財源からの補助

金や負担金等により、引き続き、町財政に依存する状況は変わらないと考えます。

次に２ページ目の「４の（３）経営比較分析指数」を見ていただきたいと思います。健全性につ

いては、経常黒字であり、累積欠損はありませんが、短期的な債務に対する支払能力を示す流動比

率において、全国平均７３．４４％に比べ３５．９６％とかなり劣っておりますが、分母の流動負

債の中で多くを占める建設改良費に充てられる企業債は、将来の償還・返済の資金源を料金収入に

より得ることが可能であり、今後の推移を見守る必要があると考えます。

効率性については、経費回収率は全国平均を下回っており、汚水処理原価は全国平均の約２倍あ

り、水洗化率は３４．４７％と全国平均９５．８２％と比較しても、かなり見劣りがしております。

現在、計画的に下水管の布設を進めているところでありますが、下水道事業の性質上、供用開始

後、間もない事業は接続率が低く、使用料収入が少なくなりがちであり、それが経営比較分析指数

にも表れているものと考えられます。

しかしながら、公営企業として、下水道事業に対する投資を行っている以上、使用料収入は多く

の指数に関わるほど重要であり、その増収を図ることは最優先の課題であると考えます。

最後に、板野町健全化判断比率及び資金不足比率について、本会議案「報告第２号」に提出され
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ておりますので、ポイントのみ申し上げます。板野町健全化判断比率のうち、実質公債費比率につ

きましては５．０％となり前年度から０．７ポイント悪化しておりますが、防災行政無線更新事業

に係る緊急防災・減災事業債や道の駅整備事業に係る償還が始まったためであります。

特に、緊急防災・減災事業債については、償還年数が８年と短期間のため、今後、数年間は地方

債の元利償還金の額が高い水準で推移していくことが見込まれております。このことから、地方債

については、新規発行を抑制するとともに、起債事業の実施に当たっては、後年度交付税措置のあ

る有利な地方債発行に努め、将来の世代に過大な負担を残さぬよう慎重な対応をお願いしたいと思

います。

将来負担比率につきましては、地方債の新規発行額が元金償還額を下回って、地方債の残高が２

億７，２００万円減少したことにより、将来負担額が３億８，９００万円減少したことから、充当

可能財源等の額が将来負担額を上回り、今年度もマイナス表示を維持することができたことは評価

することができます。

しかしながら、現在、板野町・阿波市・上板町の１市２町で進めている中央広域環境施設組合の

新ごみ処理施設建設や、板野町・石井町・神山町の３町で進めている広域火葬場建設の際に多額の

起債が予想され、これらの起債により板野町の将来負担額が大幅に増加することが懸念されるとこ

ろであります。

今後においても、歳入状況の変化や財政需要の動向を的確に把握され、最小の経費で最大の効果

を挙げられ、更なる財政の健全化に努めていただきたいと思います。

以上で、私の報告を終わらせていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 橋本代表監査委員による監査報告が終わりました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。

本会議の再開は９月１１日、午前１０時となっております。

なお、その間に９月２日には厚生常任委員協議会、３日には産業建設常任委員協議会、６日には

総務文教常任委員協議会がそれぞれ午前１０時より委員会室で行われますので、お知らせを申し上

げておきます。本日は、ありがとうございました。

午前１０時５５分 散会


